
は市と関わる部分

◎補助金交付基準額

（市が北海道から受ける交付金額を限度とし、予算の範囲内で交付）

２　事業所指定の手順

３　補助金交付の手順
④市から交付決
定される

１－③の選定後

⑤入札を行い、
施工業者を決定
する

・基本設計

◎地域密着型サービス拠点整備計画（日常生活圏域ごとの整備箇所数）

１－③の選定後 １－④を行う

補助金の交付を
受けるために
は、市から交付
決定があるまで
着手（契約）でき
ません。

１－⑧のあと ３－⑤と同時に

⑧竣工・引渡し

・地域密着型サー
ビス事業所建設工
事業者選定の指
針に基づき、入札
を実施し、施工業
者を決める。

１　建物建設の流れ ⑦着工

・地域密着型
サービス運営委
員会の選考を受
け、選ばれた事
業者を市長が選
定する。

①計画を立てる
⑥工事請負契
約を締結する

②市の事業者
公募に応募する

③市から事業者
選定を受ける

④実施設計・建
築確認申請を行
う

①市に事前協議
書を提出する

②事前協議終了
後、市に指定申請
書を提出する

③地域密着型サー
ビス運営委員会の
審査を受ける

・市の計画を確認

・事業計画・資金計画

・建設地の確保

交付条件に抵触し
た場合や消費税の
仕入控除税額が
確定した場合、補
助金の一部又は
全部の返還を命じ
られることがありま
す。

⑤市に実績報告
書を提出する

⑥市に請求書を
提出する

⑦市から補助金
が交付される

１－⑥を行う

①市に計画書を
提出する

②市から内示を
受ける

③市に交付申請
する

■第４期小樽市介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス拠点整備について

（小規模多機能型居宅介護事業所・認知症高齢者グループホーム・認知症対応型デイサービスセンター）

・市建設部建築
指導課に確認
申請手続を行う
など、工事に必
要な手続を行
う。

※補助金の交付を受け
ない場合、この手順は不
要です。

・施工後の現場
写真撮影
・登記手続

１－⑧のあと

⑤事業開始

・施工前の現場
写真撮影

④市から指定さ
れる

・市のホーム
ページで期間を
定めて行われる
公募に応募す
る。

平成２１年度

中部
中部２・東南部１

③認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

②認知症高齢者グループホーム

①小規模多機能型居宅介護事業所 1

3

1

平成２２年度

1 北西部

4 北西部１・中部２・東南部１

北西部

－

1 中部

1

北西部２・中部２・東南部１

1 東南部

1 中部

平成２３年度

1 東南部

※平成22、23年度の計画は、介護療養病床の取扱いにより、中止・縮小となる場合があります。

※平成21年度の③は平成22年度に繰延べ ※④は社会福祉法人のみ

④地域密着型特別養護老人ホーム 中部－

5

（１）介護基盤緊急整備特別対策事業 
  ①小規模多機能型居宅介護事業所   26,250千円×施設数 
  ②認知症高齢者グループホーム    26,250千円×施設数 
  ③認知症対応型デイサービスセンター 10,000千円×施設数 
（２）施設開設準備経費助成特別対策事業 
  上記①・②の定員数×600千円（ただし、①は宿泊定員数） 


